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◇「大井町駅周辺地区バリアフリー計画策定協議会」構成員名簿 

 

氏名 区分 所属 

○藤井 敬宏 学識経験者 日本大学理工学部教授 

髙林 正敏 住民団体関係者 大井第一地域センター管内区政協力委員会会長 

鶴見 一三 住民団体関係者 大井第二地域センター管内区政協力委員会会長 

松﨑 一雄 住民団体関係者 品川区高齢者クラブ連合会会長 

島崎 妙子 福祉団体関係者 品川区障害者 7団体協議会会長 

浦山 嗣雄 商工関係者 品川区商店街連合会会長 

加藤 雅之 商工関係者 特定非営利活動法人まちづくり大井事務局長 

町野 東彦 鉄道事業者 東日本旅客鉄道株式会社東京支社総務部企画室副課長 

織茂 宏彰 鉄道事業者 東京急行電鉄株式会社鉄道事業本部事業戦略部 

事業推進課長 

髙松 稔 鉄道事業者 東京臨海高速鉄道株式会社運輸部設備課長 

和田 明 バス事業者 東京都交通局自動車部事業改善担当課長 

植竹 真吾 バス事業者 東急バス株式会社運輸部施設課長 

勝間 繁男 バス事業者 京浜急行バス株式会社運輸部整備課長 

後田 信治 関係機関（警視庁） 警視庁大井警察署交通課長 

西園寺 英華 関係機関（東京都） 東京都建設局第二建設事務所補修課長 

桑村 正敏 品川区 企画部長 

中川原 史恵 品川区 地域振興事業部長 

榎本 圭介 品川区 健康福祉事業部長 

松代 忠德 品川区 防災まちづくり事業部長 

藤田 修一 品川区 都市環境事業部長 

   ※敬称略、○は委員長 

   <事務局> 

氏名 所属 

中村 敏明 都市計画課長 

東野 俊幸 
都市計画課 計画調整担当 

佐々木 健人 
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◇策定の経緯 

 

 策定協議会 庁内検討会 区民参加 

平成 25 年 

12月 

  

第１回検討会（12／18） 

 

平成 26 年 

１月 

２月 

３月 

  

 

第２回検討会（2／6） 

 

  ４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10月 

11月 

12月 

 

 

 

第１回協議会（7／16） 

 

第２回協議会（9／29） 

 

第３回協議会（11／20） 
 

 

 

 

第３回検討会（7／4） 

 

 

第４回検討会（10／9） 

 

 

 

まち歩き点検調査（7/23・28） 

  生活関連施設管理者へのヒ
アリング 

 

 

パブリックコメント（12/11～1/9） 

平成 27 年 

１月 

２月 

３月 

 

 

第４回協議会（2／3） 

 

第５回検討会（1／14） 

 

第６回検討会（3／20） 

 

 

 

 

◇「大井町駅周辺地区バリアフリー計画策定協議会」における協議経緯 

 

回 日時 協議内容 

第 1回 平成 26年 7月 16 日（水） ・協議会の趣旨と進め方 

・素案の説明と確認 

・整備方針の検討 

・特定事業の事例紹介 

・まち歩き点検の実施について 

第 2回 平成 26年 9月 29 日（月） ・まち歩き点検の結果報告 

・整備方針の確認 

・特定事業の検討 

第 3回 平成 26年 11月 20日（木） ・計画原案検討 

・パブリックコメントの実施について 

第 4回 平成 27年 2月 3日（火） ・パブリックコメントの結果報告とその対応 

・計画案の作成 

・今後の事業推進に向けて 
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◇品川区バリアフリー計画策定協議会設置要綱 

 

制定 平成２６年６月２４日 

区長決定 要綱第９０号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区におけるバリアフリー計画の策定に関し必要な事項を協議するた

め、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年６月２１日法律第９

１号）（以下、「バリアフリー法」という。）第２６条第１項に基づく協議会の設置に関して、

同条各項に規定されている事項のほか、必要な事項について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 本要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）バリアフリー計画 バリアフリー法第２５条第１項に規定される基本構想 

（２）重点整備地区 バリアフリー法第２条第１項第２１号に規定される地区 

（３）住民 重点整備地区の区域内に住所を有する者又は区域内に勤務し、在学し、滞在し、

もしくは区域内を通過する者 

（４）住民等 住民及び重点整備地区の区域内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人 

（設置） 

第３条 区長は、区全域又は次に掲げる重点整備地区ごとに協議会を設置することができる。 

（１）大井町駅周辺地区 

（所掌事務） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）バリアフリー計画の策定に関すること 

（２）バリアフリー計画の実施に係る連絡調整に関すること 

（３）その他関連する事項 

（組織） 

第５条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）住民等又は住民等の代表者 

（３）交通管理者 

（４）道路管理者 

（５）区職員 

（６）その他区長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 
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（委員長） 

第６条 協議会は、会務を総理し、協議会を代表する者として、委員長をおくことができる。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長の任期は、委員の任期による。 

（運営） 

第７条 協議会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議

は、区長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

３ 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は非公開と

することができる。 

４ 協議会において協議が調った事項については、委員はその協議の結果を尊重しなければな

らない。 

（委員の報酬） 

第８条 委員に対しては、次に定めるところにより、報酬を支給する。ただし、区その他行政

機関の常勤職員である者に対しては支給しない。 

（１）委員長 ２３，０００円 

（２）学識経験者 ２０，０００円 

（３）前号までに掲げる者以外 １４，０００円 

２ 前項の報酬額には交通費相当分を含むものとする。 

（事務の取扱い） 

第９条 協議会に関する事務は、品川区都市環境事業部都市計画課が行う。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、都市環境事業

部長又は協議会が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品川区 大井町駅周辺地区バリアフリー計画 

平成２７年３月 

品川区 都市環境事業部 都市計画課 

〒140－140 品川区広町２－１－３６ 

電話 ０３（５７４２）６７６０ 

 


